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富
山
強
姦
冤
罪
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
三
月
九
日
、
富
山
地
方
裁
判
所
は
、
富
山
強
姦
冤
罪
事
件
で
、
原
告
の
柳
原
浩
さ
ん
が
求
め
た
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

で
、
富
山
県
に
「
虚
偽
自
白
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
と
認
定
し
、
賠
償
命
令
の
判
決
を
下
さ
れ
た
。
違
法
な
取
り
調
べ
を
認

定
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
法
務
省
、
警
察
庁
の
見
解
を
求
め
る
。

二

右
事
件
は
可
視
化
が
さ
れ
て
い
れ
ば
、
起
き
な
い
事
件
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

当
時
、
違
法
な
取
り
調
べ
を
し
た
警
察
官
、
そ
の
間
違
っ
た
取
り
調
べ
を
う
の
み
に
し
起
訴
し
た
担
当
検
察
官
の
官
職
氏

名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

一
人
の
大
事
な
人
生
が
大
き
く
変
化
し
、
多
大
な
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
に
、
警
察
、
検
察
は
ど
う
考
え
、
反
省
、
謝
罪
す

る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


